
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇
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〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
号

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一

項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
に

お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
七
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

次
の
機
械
器
具
を
有
す
る
こ
と
。

イ

高
圧
蒸
気
滅
菌
器
及
び
恒
温
器

ロ

フ
レ
ー
ム
レ
ス
e

原
子
吸
光
光
度
計
、
誘
導
結

合
プ
ラ
ズ
マ
発
光
分
光
分
析
装
置
又
は
誘
導
結
合

プ
ラ
ズ
マ
e

質
量
分
析
装
置

ハ

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ

ニ

乾
燥
器

ホ

全
有
機
炭
素
定
量
装
置

ヘ

ｐ
Ｈ
計

ト

分
光
光
度
計
又
は
光
電
光
度
計

チ

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
e

質
量
分
析
計

リ

電
子
天
び
ん
又
は
化
学
天
び
ん

第
三
十
一
条
第
九
項
第
五
号
中
「
行
う
者
」の
下
に「
の

氏
名
を
記
載
し
た
書
面
並
び
に
そ
の
者
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
建
築
物
飲
料
水
水
質
検
査
業
の
登
録
基
準
等
に
係
る

経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
建
築
物
に
お
け
る
衛
生

的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項

第
四
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
同
項
の
登

録
を
受
け
て
い
る
者
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に

当
該
登
録
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

登
録
に
係
る
事
業
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
間
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確

保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
七
条
及
び
第
三
十

一
条
第
九
項
の
規
定
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

〔
省

令
〕

〇
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
一
〇
四
）

J

〔
告

示
〕

〇
戸
籍
法
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
に
関
す
る
件
（
法
務
二
八
七
）

K

〇
原
戸
籍
の
一
部
が
滅
失
し
た
件

（
同
二
八
八
）

〇
信
託
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措

置
を
定
め
る
政
令
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

事
務
の
指
定
に
関
す
る
件
（
同
二
八
九
）

〇
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
共
和
国
に
お
け
る
「
地
雷

除
去
計
画
」
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日

本
国
政
府
と
国
際
連
合
開
発
計
画
と
の
間

の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
外
務
二
四
三
）

〇
税
関
当
局
間
の
相
互
支
援
及
び
協
力
に
関

す
る
日
本
国
政
府
と
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
署
名
に
関
す
る
件

（
同
二
四
四
）

〇
国
税
庁
の
保
有
す
る
行
政
文
書
の
開
示
請

求
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て
現

金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
国
税
庁
二
八
）

M

〇
国
税
庁
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
請

求
手
数
料
の
納
付
を
事
務
所
に
お
い
て
現

金
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
所
を
定
め

る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
二
九
）

M

〇
港
湾
労
働
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
同
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務

を
行
う
法
人
を
指
定
し
た
件
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
厚
生
労
働
四
三
一
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
七
〇
六
〜
一
七
一
九
）

〇
広
島
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
設
置
を
許
可
し
た
件

（
国
土
交
通
七
八
七
）

O

〇
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行

規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
く
水
域
を
指
定
す
る
件
（
同
七
八
八
）

Q

〇
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
型
式
承
認
等
を
し

た
件
（
同
七
八
九
、
七
九
〇
）

〇
国
土
調
査
の
実
施
に
関
す
る
公
示

（
同
七
九
一
、
七
九
二
）

〔
国
会
事
項
〕

R

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

金
融
庁

法
務
省

財
務
省

最
高

裁
判
所

R

〔
皇
室
事
項
〕

J
I

〔
官
庁
報
告
〕

国
家
試
験

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
の
満
了

（
人
事
院
）

J
I

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

（
国
土
交
通
省
）

J
J

〔
資

料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

J
J

平
成
二
十
四
年
五
月
中
国
際
収
支
状
況
（
速

報
）
及
び
平
成
二
十
四
年
一
〜
三
月
中
国
際

収
支
状
況
（
確
報
）（
財
務
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁監

査
法
人
処
分
、
財
団
関
係

J
K

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、免
責
、

特
別
清
算
、
再
生
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
関
係

L
J

会
社
そ
の
他

˜
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